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番号

氏
　
名

　この試験問題は持ち帰ることができます。

　なお，本問題で利用した著作物は，著作権法第36条により，

試験の目的上必要と認められる限度において複製したものです。

　同目的以外の利用はできません。

（長野県教育委員会）

（解答はすべて養護教諭解答用紙に記入すること）
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（養　1）

〔問１〕　保健管理に関する次の問いに答えなさい。
⑴　次は，学校保健安全法の条文である。これに即して，（　①　）～（　⑧　）に当てはまる適切な語句を以下の 
【語群Ⅰ】のａ～ｐから選び，記号で書きなさい。

　　第一条　この法律は，学校における児童生徒等及び職員の健康の（　①　）を図るため，学校における保健管理に関し必
要な事項を定めるとともに，学校における（　②　）が安全な環境において実施され，児童生徒等の安全の確保が図ら
れるよう，学校における（　③　）に関し必要な事項を定め，もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資する
ことを目的とする。

　　第六条　文部科学大臣は，学校における換気，（　④　），照明，（　⑤　），清潔保持その他環境衛生に係る事項（学
校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第九条第一項（夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律（昭
和三十一年法律第百五十七号）第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律（昭和
三十二年法律第百十八号）第六条において準用する場合を含む。）に規定する事項を除く。）について，児童生徒等及
び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（以下この条において「（　⑥　）」という。）を定める
ものとする。

　　２　（　⑦　）は，（　⑥　）に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
　　３　（　⑧　）は，（　⑥　）に照らし，学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には，遅滞なく，そ

の改善のために必要な措置を講じ，又は当該措置を講ずることができないときは，当該（　⑦　）に対し，その旨を申
し出るものとする。

　【語群Ⅰ】

　　ａ　学校環境衛生基準　　　ｂ　衛生管理　　　ｃ　教育活動　　　ｄ　市町村教育委員会　　　ｅ　維持促進　
　　ｆ　学校労働安全衛生管理体制　　　ｇ　水質　　　ｈ　温度　　　ｉ　保温　　　ｊ　採光　　　ｋ　暑さ指数
　　ｌ　学校の設置者　　　　ｍ　安全管理　　　ｎ　校長　　　ｏ　保健管理　　　ｐ　保持増進

⑵　学校保健安全法施行規則第九条に示されている健康診断を行ったときの事後措置について，①～⑨のうち間違っている記
述を２つ選び，数字で書きなさい。

　①　疾病の予防処置を行うこと。
　②　必要な医療を受けるよう指示すること。
　③　必要な検査，予防接種等を受けるよう指示すること。
　④　療養のため必要な期間学校に登校しないよう指導すること。
　⑤　特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。
　⑥　学習又は運動・作業の軽減，停止，変更等を行うこと。
　⑦　修学旅行，対外運動競技等への参加を禁止すること。
　⑧　机又は腰掛の調整，座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。
　⑨　その他発育，健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。

⑶　「学校における薬品管理マニュアル追補版　令和４年度改訂」をふまえて，要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いについ
て，次の①～⑤のそれぞれについて，適切なものには〇，適切でないものには×を書きなさい。

　①　学校は，原則として一般用医薬品を児童生徒に提供する場ではないことが前提である。
　②　学校での一般用医薬品の管理に関する責任者は養護教諭である。
　③　学校で一般用医薬品を常備する場合，第一類医薬品は提供しない。
　④　学校で一般用医薬品を常備する場合，可能な限り，安全性の高い第二類医薬品を選ぶ。
　⑤　学校における一般用医薬品の取り扱いについては，養護教諭が理解していればよい。
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（養　2）

〔問２〕　学校における保健教育に関する次の問いに答えなさい。

⑴　次は，「小学校学習指導要領」（平成29年３月）　第２章 第９節 体育 第２ 各学年の目標及び内容 〔第５学年及び第６

学年〕　２内容　Ｇ保健　の一部である。これに即して，次の（　①　）～（　⑥　）に当てはまる適切な語句を書きなさ

い。

　

　⑴　略

　⑵　けがの防止について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

　　ア　けがの防止に関する次の事項を理解するとともに，けがなどの簡単な手当をすること。

　　　ア　交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には，周囲の（　①　）に気付くこと，的確

な判断の下に安全に（　②　）すること，環境を安全に（　③　）ことが必要であること。

　　　イ　けがなどの簡単な手当は，（　④　）に行う必要があること。

　　イ　けがを防止するために，危険の（　⑤　）や（　⑥　）の方法を考え，それらを表現すること。

　⑶　略

⑵　次の図は人体の骨格を示したものである。（　①　）～（　⑧　）の骨の名称を書きなさい。
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（養　3）

〔問３〕　児童生徒等の保健管理に関する次の問いに答えなさい。
⑴　中学２年の女子生徒Ａから「次の月経がいつになるか分から

ない」という相談がありました。
　①　月経周期とは何か説明をしなさい。
　②　女子生徒Ａに最近（2025年中）の月経について7月10日に

聞き取ったところ，５月２日から５月７日，６月１日から６
月６日，７月１日から７月６日ということでした。月経周期
が安定している場合，次の月経は何月何日からと予想できる

か書きなさい。右のカレンダーは自由に使ってよい。

　③　潜伏期間が１～３週間で，特に若い世代で感染率が高く，
日本において患者数が最も多い性感染症はａ～ｄのうちどれ
か，記号で書きなさい。

　　ａ　りん菌感染症
　　ｂ　性器クラミジア感染症　
　　ｃ　ＨＩＶ
　　ｄ　性器ヘルペスウイルス感染症　

⑵　小学１年の学級担任から，児童Ｂが６月５日に発熱（発症）し，インフルエンザと診断されたと連絡がありました。登校
判断として，①～⑤のうち，正しい記述をすべて選び，数字で書きなさい。

　①　発症した後５日を経過し，かつ症状が軽快した後１日を経過したら登校してよい。
　②　発症した後５日を経過し，かつ解熱した後２日を経過したら登校してよい。
　③　６月７日に解熱した場合，６月10日は登校してよい。
　④　６月９日に解熱した場合，６月11日は登校してよい。
　⑤　６月10日に解熱した場合，６月13日は登校してよい。

⑶　給食後の５時間目，体育の授業で，小学５年の児童Ｃが，校庭でサッカーをしていました。児童Ｃは，急に「体がかゆ
い」と言って立ち止まり，座り込みました。その様子を見ていた同じ学級の児童が「児童Ｃの具合が悪そうだ。」と学級担
任に知らせました。児童Ｃには，食物アレルギーがあります。

　　次の学校職員の①～⑤の対応について，適切なものには〇，適切でないものには×を書きなさい。
　①　学級担任は，すぐに児童Ｃに駆け寄り，声をかけ，他の職員を呼ぶために，校庭を離れた。
　②　職員室で連絡を受けた職員は，職員室にいた職員に校庭に向かうように指示をし，学校長と養護教諭に連絡した。
　③　連絡を受けた養護教諭は，救急バッグとＡＥＤを持ち，校庭に向かった。
　④　校庭に駆け付けた職員は，児童Ｃがぐったりして，意識がもうろうとしていたので，名前を呼びながら，上体を起こし，

体を揺さぶるなど刺激を与え続けた。
　⑤　校庭に駆け付けた学校長と養護教諭は，児童Ｃがぐったりして，意識がもうろうとしている様子を見て，緊急性が高い

と判断し，救急車を要請した。救急車が到着するまでに，職員数人で協力し，児童Ｃを担架で保健室に運んだ。
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（養　4）

〔問４〕　保健室経営に関する次の問いに答えなさい。
⑴　次は，学校保健安全法の条文である。これに即して，（　①　）（　②　）に当てはまる適切な語句を書きなさい。
　
　　　第七条　学校には，健康診断，（　①　），保健指導，（　②　）その他の保健に関する措置を行うため，保健室を

設けるものとする。
　

⑵　次は，「保健室経営計画作成の手引」平成26年度改訂（日本学校保健会）２保健室経営計画　⑴保健室経営計画とは　
の一部である。これに即して，次の（　①　）～（　③　）に当てはまる適切な語句を書きなさい。

　
　　　（略）「保健室経営計画とは，当該学校の教育目標及び学校保健目標などを受け，その具現化を図るために，保健室

の経営において達成されるべき目標を立て，計画的・組織的に運営するために作成される計画である」と述べている。
　　　　学校教育の基盤となる児童生徒の健康や安全を確保するには，全職員が（　①　）に連携していくことが重要であ

る。そのためには，（　②　）の保健室経営計画を立て児童生徒の心身の健康づくりを（　③　）に進めていくこと
が必要である。

　

〔問５〕　チーム支援に関する次の問いに答えなさい。
⑴　次は，「生徒指導提要」令和４年12月改訂（文部科学省）第１章　生徒指導の基礎　 １.３生徒指導の方法　１.３.４

チーム支援による組織的対応　⑵チーム支援の留意点　の一部である。次の（　①　）～（　⑧　）に当てはまる適切な語
句を，以下の【語群Ⅱ】のａ～ｌから選び，記号で書きなさい。

　
　⑵　チーム支援の留意点
　　（略）
　　①　（　①　）と目標の（　②　）
　　　　チーム支援に関して，保護者や児童生徒と事前に，「何のために」「どのように進めるのか」「情報をどう扱い，

共有するのか」という点に関して，（　①　）や（　②　）を図ります。
　　②　（　③　）義務と（　④　）
　　　　参加するメンバーは，個人情報を含めチーム支援において知り得た情報を（　③　）しなければなりません。チー

ム内（　③　）義務（集団（　③　）義務）が重要です。学校や教職員は，保護者や地域社会に対して，（　④　）
を有し，（　⑤　）請求に応えることも求められます。特に，当該児童生徒の保護者の（　⑥　）権利への配慮が大
切です。

　　③　（　⑦　）と情報セキュリティ
　　　　会議録，各種調査票，チーム支援計画シート，教育相談記録等を，的確に作成し，規定の期間保持することが必要

です。これらの（　⑧　）については，自治体が定める教育情報セキュリティポリシーに準拠して慎重に取り扱うこ
とが求められます。

　
　【語群Ⅱ】
　　ａ　説明責任　　　ｂ　記録保持　　　ｃ　共通理解　　　ｄ　情報資産　　　ｅ　明確化　　　ｆ　情報公開
　　ｇ　守秘　　　　　ｈ　情報提供　　　ｉ　アセスメント　　　ｊ　合意形成　　　ｋ　知る　　　ｌ　判断

⑵　「生徒指導提要」令和４年12月改訂（文部科学省）第7章　児童虐待　７.１児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律
等　７.１.３学校に求められる役割　において，児童虐待防止における学校に求められる役割として，①～⑤のうち，当て
はまらないものを１つ選び，数字で書きなさい。

　①　虐待を受けたと思われる子供について，市町村（虐待対応担当課）や児童相談所等へ通告すること
　②　虐待の早期発見に努めること
　③　虐待が疑われる家庭への立ち入り調査等へ介入・協力すること
　④　虐待防止のための子供及び保護者への啓発に努めること
　⑤　虐待の予防・防止や虐待を受けた子供の保護・自立支援に関し，関係機関への協力を行うこと

kyosai-guild.jp



○ ○

○ ○

［問１］

［問２］

［問４］

［問５］

受験

番号

氏
名 解答例

令和 8 年度

養護教諭解答用紙
得
 

点

ｍ ④ ｊ ⑤ i

(１)１×８＝８点　(２)４×２＝８点　(３)１×５＝５点

③

(3) ① 〇 ② × ③ 〇

⑤

⑥ a ⑦ ｌ ⑧ ｎ

(2) ④ ⑦

(1)

① p ② ｃ

予測

④ × ⑤ ×

① 危険 ② 行動 ③

(１)３×６＝18点　(２)２×８＝16点　

鎖骨（さこつ） ③

整える ④ 速やか
(1)

胸骨（きょうこつ） ④ 尺骨（しゃっこつ）

⑥ 回避

⑤ 橈骨（とうこつ）

⑥ 膝蓋骨（しつがいこつ） ⑦ 脛骨（けいこつ）

［問３］

(1)

① （例）月経初日から次の月経の前日までの日数のこと

② ７月　31日 ③ ｂ

(2)

① 頭蓋骨（とうがいこつ） ②

② 〇 ③ 〇 ④ × ⑤ ×(3)

②　⑤　(完答）

×

(1) ① ② 救急処置

⑤ f

③ 効果的

健康相談

(2)

①

① ｊ ② ｃ ③ ｇ ④

①

d

⑧ 腓骨（ひこつ）

(2)

(1)

(2) 相互 ② 課題解決型

⑥ k ⑦ b

a

⑧

(１)①４×１＝４点　②③３×２＝６点　(２)４×１＝４点　(３)１×５＝５点

(１)３×２＝６点　(２)３×３＝９点　

(１)１×８＝８点　(２)３×１＝３点

③
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1

検査Ⅲ 養護

解答上の注意解答は、全て解答用紙に記入すること。

1 次の各問いに答えなさい。

(1)「学校保健安全法」(昭和三十三年法律第五十六号)について、(① ) 〜(⑦ )に当

てはまる語句を答えなさい。

第二章学校保健

第一節学校の管理運営等

(学校環境衛生基準)

第六条文部科学大臣は、学校における(①)、 (②)、 (③)、 (④)、 (⑤)

保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一

項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十

七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和

三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)

について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以

下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。

2 (⑥ )は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努

めなければならない。

3 (⑦ )は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があ

ると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講

ずることができないときは、当該(⑥ )に対し、その旨を申し出るものとする。

(2) 「学校保健安全法施行規則」(昭和三十三年文部省令第十八号)について、(① )〜 ( ③)

に当てはまる語句を答えなさい。

第一章環境衛生検査等

(環境衛生検査)

第一条学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境

衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、(① )に、法第六条に規定する学校環境衛

生基準に基づき行わなければならない。

2 学校においては、必要があるときは、( ②)に、環境衛生検査を行うものとする。

((③)における環境衛生)

第二条学校においては、前条の環境衛生検査のほか、(③ ) 的な点検を行い、環境衛生

の維持又は改善を図らなければならない。
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2

2

検查Ⅲ 養護

学校において予防すべき感染症の解説(令和5年度改訂公益財団法人日本学校保健会)

について、次の各問いに答えなさい。

(1)Ⅱ学校における感染症への対応 2. 学校における感染症への対応について、(ア ) 〜

(セ)に当てはまる語句や数字等を答えなさい。

1) 学校において予防すべき感染症の考え方

(第一種の感染症、第二種の感染症、第三種の感染症)

③第三種の感染症

学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症を規定している。出

席停止期間の基準は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認める

までである。

なお、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合には、その感染拡大を防ぐ

ために、(ア) があるときに限り、(イ)が学校医の意見を聞き、第三種の感染症の

「その他の感染症」として緊急的に措置をとることができる。「その他の感染症」として出席

停止の指示をするかどうかは、感染症の( ウ)や各 ( エ)、学校における感染症の発

生・流行の態様等を考慮の上で判断する(ア )があり、あらかじめ特定の疾患を定めて

あるものではない。

5) 海外への渡航や海外からの児童生徒等の受入れ等

②海外からの児童生徒等の受入れ

結核について、高まん延国で(オ) 以上の居住歴のある児童生徒等は、(力)時ま

たは(キ)時の (ク) 回、精密検査の対象とする。(ケ)は、結核の専門家等に

助言を受ける等、(エ )の実情に応じ、精密検査を受けられる体制を構築しておくことが

有効である。また、(キ) 受け入れ時に来日後の検診を確認し、未受診の場合は、受診す

るよう促すことが望ましい。

高まん延国での居住歴がある児童生徒等に対する精密検査にあたって、対象者が(コ)・

(サ)の対象になることがないような十分な (シ)と、一般の児童生徒等に対して

感染症への(コ)・(サ)を持つことがないように適切な(ス)・ ( セ)を行

うことが重要である。
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検査Ⅲ 養護

(2)次の表は、Ⅲ感染症各論 2.第二種の感染症 3) 麻しんについて示したものである。

(②)〜 (④)に当てはまる語句を答えなさい。

3) 麻しん(抜粋)

病原体 麻しんウイルス

潜伏期間 主に8-12日 (7-21日)

感染経路・

感染期間

空気感染、飛沫感染、接触感染。

症状・予後

感染期間は発熱出現前日から解熱後3日を経過するまで。感染力が最も強い

のは、発しん出現前の数日間(咳や鼻水、眼球結膜の充血等が見られる

(①)期)。

典型例では、臨床的に、(① ) 期、発しん期、(② ) 期に分けられる。

(①)期には眼が充血し、涙や眼脂 (目やに)が多くなる、咳、鼻水等の

症状と発熱がみられ、口内の頬粘膜に(③ )という特徴的な白い斑点 (粘

膜疹)が見られるのが診断のポイントである。熱が一旦下がりかけ、再び高

熱が出てきたときに赤い発しんが生じて発しん期になる。発しんは耳の後ろ

から顔面にかけて出始め、身体全体に広がる。赤い発しんが消えた後に褐色

の色素沈着が残るのが特徴である。発熱は発しん出現後3-4日持続し、通

常7-9日の経過で ( ②)するが、重症な経過をとることもあり、急性

脳炎は発症1,000 人に1-2人の頻度で生じ、脳炎や肺炎を合併すると生命

の危険や後遺症のおそれもある。また近年では、非典型的で軽症の経過を示

す(④ ) 麻しん症例が多い。

(3)次の表は、Ⅲ感染症各論 2.第二種の感染症9) 結核について示したものである。(①

~(⑤ )に当てはまる語句を答えなさい。

9) 結核(抜粋)

病原体

潜伏期間

感染経路・

感染期間

症状・予後

結核菌

2年以内、特に (① ) 以内に多い。感染後、数十年後に症状が出現するこ

ともある。

主として感染性の患者からの空気感染(飛沫核感染)。喀痰の塗抹検査で陽性

の間は感染力が強い。

結核菌が気道から肺に入って、肺に小さな初感染病巣ができれば初感染が成

立したとされるが、発病に至らない場合も多い。

3
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検查Ⅲ 養護

【(② )結核感染症】

結核の感染を受けたが発病しておらず、無症状であるものの、活動性結核

への進展を防ぐための治療が必要な場合を(② ) 結核感染症という。

【肺結核】

初感染に引き続き、肺病変や肺門リンパ節腫脹がみられる。初感染病巣か

ら気管・気管支を通って他の肺の部分に広がり、病巣が形成される。症状

は咳、痰、微熱、倦怠感、進行すると、発熱、寝汗、血痰、呼吸困難等。

【(③ ) 結核】

結核菌がリンパ行性、血行性に転移することによって、胸膜、頚部リンパ

節、咽頭・喉頭、腸、尿路、骨・関節、皮膚、生殖器、中耳、眼等体内のあ

らゆる臓器に病変を形成することがあり、病変が形成された部位に応じた

症状が発現する。典型的なものとして以下の(④ ) 結核、結核性( ⑤)

炎がある。

【(④)結核】

リンパ節等の病変が進行して菌が血液を介して散布されると、感染は全身

に及び、肺では( ④) 様の多数の小病変が生じる。症状は発熱、咳、呼

吸困難、チアノーゼ等。乳幼児や免疫が低下した場合に多くみられる重症

型。

【結核性(⑤ ) 炎】

結核菌が血行性に脳・脊髄を覆う(⑤ )に到達して発病する重症型。高

熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれん等の症状があり、後遺症をのこすおそ

れや死亡例もある。

4

3 児童生徒等の健康診断の実施に当たっては、正確な検査・診察を実施するとともに、児

童生徒等のプライバシーや心情に配慮することが重要であることから、環境整備の考え方

について通知(「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境

整備について」令和6年1月22日文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長)が出さ

れている。この通知を踏まえ、次の各問いに答えなさい。

(1)児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備の考え方につ

いて、次の(ア )〜 (シ )に当てはまる語句を答えなさい。
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①検査・診察における対応について

検査・診察に当たっては、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した対応を行う。

体的には、以下の例を参考に、各学校の(ア )の状況や実施体制等に応じて取り組

む。

(具体的な取組例)

具

・(イ) 別に検査・診察を行う。

検査・診察時には、児童生徒等の身体が(ウ) から見えないよう、囲いや(エ工)

等により、個別の検査・診察スペースを用意する。

女子児童生徒等の検査・診察に立ち会う教職員は(オ ) となるよう、教職員の

( カ)を調整する(養護教諭を除き、原則、児童生徒等と(キ )の教職員が立

ち会う)。

・検査・診察の会場(保健室や体育館、特別教室等)内では、(ク ) 人数を最小限にし

た上で、他の児童生徒等に(ケ ) 等が知られたりすることがないよう注意する。

着替える場所を用意したり、(ク )時には体操服やタオル等で身体を隠せるようにし

たりするなどの工夫を行う。

5

②検査・診察時の服装について

検査・診察時の服装については、( コ)な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体

操服や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情

に配慮する。

また、検査・診察の場面においては、( コ) な検査・診察のため、必要に応じて、医

師が、体操服・下着やタオル等をめくって(サ )したり、体操服・下着やタオル等の下

から(シ ) を入れたりする場合があることについて、児童生徒等や保護者に対して事前

に説明を行う。

(2)当日の欠席や長期欠席など、個別の事情により健康診断を受けられなかった場合の対応に

ついては、保護者に事前に周知することとなっている。具体的に考えられる対応の中から、

2つ答えなさい。

(3) 学校においては、円滑な健康診断実施のための環境整備に努めることが重要であり、関係

者間の連携、児童生徒等及び保護者の理解が得られるよう、事前に丁寧に説明を行うことと

されている。具体的に考えられる対応の中から、2つ答えなさい。
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4 心肺蘇生法及び応急手当について、次の各問いに答えなさい。

6
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検査Ⅲ 養護

(2) 捻挫や打撲、肉離れなどの応急手当の基本となるRICE法とは何か、4つの処置の内容

について、それぞれ簡潔に説明しなさい。

5 社会の急激な変化により現代社会における健康課題が多様化、複雑化してきている。こ

のような状況の中で、精神疾患を含めた現代的な健康課題の解決に対する学校教育に対す

る期待が高まってきており、現代的な課題の一つとして精神疾患等が学習指導要領に取り

上げられている。高等学校学習指導要領(平成30年告示)及び解説においては、精神疾患

に関して次のような内容が新しく位置付けられた。次の各問いに答えなさい。

(1)(① )〜 ( 1 ) に当てはまる語句を答えなさい。

高等学校教科:保健体育(保健)

【学習指導要領】

(1)現代社会と健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を

通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア現代社会と健康について理解を深めること。

(オ) 精神疾患の予防と回復

精神疾患の予防と回復には、(① )、食事、休養及び (② ) の調和のとれ

た生活を実践するとともに、心身の不調に(③ ) ことが重要であること。また、

疾病の早期発見及び社会的な対策が必要であること。

イ現代社会と健康について、課題を発見し、健康や安全に関する原則や概念に着目して

解決の方法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

【学習指導要領解説】

ア知識

(才)精神疾患の予防と回復

⑦精神疾患の特徴

kyosai-guild.jp



検査Ⅲ 養護

精神疾患は、精神機能の基盤となる(④ )、生物的、または社会的な機能の障

害などが原因となり、認知、情動、行動などの不調により、精神活動が( ⑤)

になった状態であることを理解できるようにする。

また、うつ病、統合失調症、不安症、摂食障害などを適宜取り上げ、誰もが

(⑥ ) しうること、(⑦ )で発症する疾患が多いこと、適切な対処により回

復し(⑧ )の向上が可能であることなどを理解できるようにする。

その際、アルコール、薬物などの物質への(⑨ )に加えて、ギャンブル等へ

の過剰な参加は習慣化すると( 1⑪⑩ ) 行動になる危険性があり、日常生活にも悪

影響を及ぼすことに触れるようにする。

①精神疾患への対処

精神疾患の予防と回復には、身体の健康と同じく、適切な(① )、食事、休養

及び(② )など、調和のとれた生活を実践すること、早期に心身の不調に

(③ ) こと、心身に起こった反応については体ほぐしの(① )などのリラ

クセーションの方法でストレスを(⑪ ) することなどが重要であることを理解

できるようにする。

また、心身の不調時には、不安、抑うつ、焦燥、不眠などの精神活動の変化が、

通常時より強く、(⑫ )に生じること、心身の不調の早期発見と治療や支援の早

期の開始によって回復可能性が高まることを理解できるようにする。その際、

(⑬ )の背景にはうつ病をはじめとする精神疾患が存在することもあることを

理解し、できるだけ早期に専門家に(⑭ ) を求めることが有効であることにも

触れるようにする。

さらに、人々が精神疾患について正しく理解するとともに、専門家への相談や早

期の治療などを受けやすい(⑮) を整えることが重要であること、(⑩)や

(1⑪)の対象ではないことなどを理解できるようにする。

(2) 実際に精神疾患について指導する際、生活習慣病と同様に国民に広く関わる疾患である

ことを理解するために、医療法(医療法施行規則) に定められた4疾病に2013年に精神疾

患が加わり5疾病となったことを扱う場面がある。精神疾患以外の4つの疾病名を答えな

さい。

8

6 次の表は、厚生労働省「令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」第7

表死亡数・死亡率(人口10万対)、性・年齢(5歳階級)・死因順位別から抜粋したもの

である。(① ) ~ ( ⑥)に当てはまる死因を語群から選び、記号で答えなさい。
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 ○       ○ 1 

  
記号 養 番号  

  

    

 

○    ○ 

 

  

検査Ⅲ 養護解答例 
 
 

１             （１）各１点×７＝７点（２）各１点×３＝３点 計 10点 

 

（１） 

① 換気 ② 採光 ③ 照明 

 ④ 保温 ⑤ 清潔 ⑥ 学校の設置者 

 ⑦ 校長  

 （２） ① 毎学年定期 ② 臨時 ③ 日常 

 

 

 

 

 

２  （１）各１点×14＝14点（２）各１点×４＝４点（３）各１点×５＝５点 計 23点 

 

（１） 

ア 必要 イ 校長 ウ 種類 

 エ 地域 オ ６か月 カ 入学 

 キ 転入 ク １ ケ 
学校の設置者 

（教育委員会） 

 コ 差別 サ 偏見 シ 配慮 

 ス 教育 セ 指導  

 

（２） 

① カタル ② 回復 ③ コプリック斑 

 ④ 修飾  

 

（３） 

① ６か月 ② 潜在性 ③ 肺外 

 ④ 粟粒 ⑤ 髄膜  
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 ○       ○ 2 

  
記号 養 番号  

  

    

 

○    ○ 

 

  

検査Ⅲ 養護解答例 
 
 

３  （１）各１点×12＝12点（２）各２点×２＝４点（３）各２点×２＝４点 計 20点 

 

（１） 

ア  施設設備 イ 男女 ウ 周囲 

 エ カーテン オ 女性 カ 役割分担 

 キ 同性 ク 待機 ケ 結果 

 コ 正確 サ 視触診 シ 聴診器 

 

（２） 

 

  

 

（３） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）・他学年の健康診断実施日に合わせて実施する旨を伝える 

   ・地域の学校間で連携し、他の学校で健康診断を実施する旨を伝える 

・不登校の生徒に対し、放課後に昇降口を通らず保健室に直接来てもらい、個別に身体測定を実施する旨を 

伝える 

・他の生徒と一緒に校医検診を受けられなかった生徒に対し、学校医と連携し、欠席者検診日を設け、実施 

する旨を伝える 

・学校という場で校医検診を受けることが難しい生徒に対し、学校医と連携し学校医が勤務する病院で実施 

する旨を伝える など 

（例）・年度初めに学校長名で健康診断の意義～について通知を出し、周知する 

・入学予定者オリエンテーション等保護者も来校している説明会で健康診断の意義～について説明する 

    ・入学後のオリエンテーションで健康診断の意義～について説明する など 

（健康診断の意義や重要性、検査・診察の内容や方法（服装を含む）、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮し 

た対応などについて、学校医と相談し共通認識を持った上で、児童生徒等及び保護者の理解が得られるよう、 

事前に丁寧に説明を行う…ことなどが入っていればよい） 
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 ○       ○ 3 

  
記号 養 番号  

  

    

 

○    ○ 

 

  

検査Ⅲ 養護解答例 
 
 

４             （１）各１点×14＝14点（２）各１点×４＝４点 計 18点 

 

（１） 

ア 安全 イ 肩 ウ 判断に迷う 

 エ 仰向け オ 腹部 カ 10 

 キ 肘 ク ５ ケ 100 

 コ 120 サ 30 シ １ 

 ス ２ セ 誰も傷病者に触れていない 

 

（２） 

Ｒ 
安静（Rest）動かすと痛んだり、内出血や腫れがひどくなったりするので、

安静にする。副木やテーピングなどで固定する。 など 

 Ｉ 

冷却（Ice）血流が減少し、内出血や腫れがおさえられる。痛みをやわらげ

る効果もある、15～20分間を目安に冷やす。冷やし過ぎによる凍傷に注意

する。 など 

 Ｃ 

圧迫（Compression）伸縮性のある包帯などで患部を軽く圧迫しながら巻く

ことで、内出血や腫れをおさえる。関節などで、へこんでいて圧迫しにく

い部分にはパッドを当てるなどして、その上から包帯などで圧迫する。 

など 

 Ｅ 
挙上（Elevation）心臓より高く挙上することで、傷めた部分に流れる血液

量を少なくすることができ、内出血や腫れをおさえられる。 など 
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 ○       ○ 4 

  
記号 養 番号  

  

    

 

○    ○ 

 

  

検査Ⅲ 養護解答例 
 
 

５            （１）各１点×17＝17点（２）各２点×４＝８点 計 25点 

 

（１） 

① 運動 ② 睡眠 ③ 気付く 

 ④ 心理的 ⑤ 不全 ⑥ 罹患 

 ⑦ 若年 ⑧ 生活の質 ⑨ 依存症 

 ⑩ 嗜癖 ⑪ 緩和 ⑫ 持続的 

 ⑬ 自殺 ⑭ 援助 ⑮ 社会環境 

 ⑯ 偏見 ⑰ 差別 

 

（２） 

がん 脳卒中 

 糖尿病 
心疾患 

（心筋梗塞） 

 

 

 

 

 

６                               各１点×６＝６点 

 ① オ ② ソ ③ セ 

 ④ コ ⑤ キ ⑥ ツ 
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 ○       ○ 5 

  
記号 養 番号  

  

    

 

○    ○ 

 

  

検査Ⅲ 養護解答例 
 
 

７             （１）各１点×12＝12点（２）各２点×３＝６点 計 18点 

 

（１） 

ア 不同意性交等 イ 暴行 ウ 脅迫 

 エ 立場 オ 不同意わいせつ カ 16 

 

 
キ 面会 ク 会う ケ 盗撮 

 コ 提供 サ 正当な理由 シ 公訴 

 

（２） 

① 日本版ＤＢＳ 

 ② 生命（いのち）の安全教育 

 ③ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 
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